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平成20年4月からこのように変わります平成20年4月からこのように変わります
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平成20年
４月から
平成20年
４月から 変わります！国保と老人保健変わります！国保と老人保健
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◎
社
会
保
険
庁
に
届
出
し
て
い
る
住

　
所
が
現
住
所
と
違
っ
て
い
る
方
。

　
　
大
切
な
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
お
届

　
け
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
住
所
の
変
更
の

　
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
婚
姻
で
名
字
が
変
わ
っ
た
方

　
　
ご
自
身
の
記
録
に
結
び
つ
く
可
能
性
の

　
あ
る
過
去
の
年
金
記
録
を
探
す
た
め
に
も
、

　
お
手
持
ち
の
古
い
年
金
手
帳
を
ご
確
認
い

　
た
だ
き
、
氏
名
変
更
の
お
届
け
が
な
さ
れ

　
て
な
い
方
は
、
変
更
の
届
出
を
お
急
ぎ
く

　
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
い
ず
れ
の
場
合
も
お
手
数
で
す
が
、
次

　
の
各
窓
口
へ
申
し
出
を
お
願
い
い
た
し
ま

　
す
。

◇
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
市
町

　
村
役
場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
へ

◇
厚
生
年
金
等
に
加
入
し
て
い
る
方
（
会
社

　
員
や
公
務
員
）
や
そ
の
被
扶
養
配
偶
者
の

　
方
は
、
お
勤
め
の
会
社
や
役
所
な
ど
へ

◇
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
最
寄
り

　
の
社
会
保
険
事
務
所
へ

　
一
年
間
の
国
民
年
金
保
険
料
を
ま
と
め
て

納
付
す
る
「
前
納
制
度
」
を
ご
利
用
い
た
だ

く
と
、
保
険
料
が
割
引
と
な
り
お
得
で
す
。

　
四
月
か
ら
の
前
納
を
現
金
納
付
で
希
望
さ

れ
る
方
は
、
四
月
に
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付

さ
れ
る
「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
案
内
書
」

に
添
付
さ
れ
た
前
納
用
納
付
書
で
、
四
月
末

日
ま
で
に
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

《
平
成
二
十
年
度
の
保
険
料
額
》

　
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
月
額
１
万
４
４
１

０
円
で
す
。
一
年
分
は
、

　
定
額
保
険
料
　
１
７
万
２
９
２
９
円

　
前
納
保
険
料
　
１
６
万
９
８
５
０
円

　
　
　
　
　
　
☆
３
０
７
０
円
も
お
得
で
す
。

　
毎
月
の
納
付
も
、
口
座
振
替
の
「
早
割
」

な
ら
月
額
５
０
円
お
得
で
す
。

国
民
年
金
広
報
資
料

住
所
・
氏
名
が
変
わ
っ
た
方

は
す
み
や
か
に
ご
連
絡
を

便
利
で
お
得
な「
前
納
制
度
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

お問い合わせは 高知社会保険事務局幡多事務所（0880-34-1616）

平成20年度 出張年金相談所開設

　高知社会保険事務局幡多事務所では、昨年度に続

き出張年金相談所を右記の日程で開設いたします。

この機会にお気軽に相談くださいますよう、よろし

くお願いします。

日　時 時　間 場　所

6月19日（木）

9月18日（木）

午前10時から

午後3時まで
三原村役場

軽自動車税全期

固定資産税１期分

4月30日納期

　高知県幡多県税事務所では、平成２０年度自動車税の納税通

知書を５月７日に送付する予定です。納期限は６月２日となっ

ています。必ず納期限までに、銀行、郵便局、農協などお近く

の金融機関でお済ませください。                 

　５／31（土）、６／１（日）には、フジグラン四万十で出張収

納も行いますのでご利用ください。また、身体障害者に対する

減免の手続き期限も６月２日までとなっておりますので、ご注

意願います。                 

　  高知県幡多県税事務所　電話０８８０－３５－５９７２ 

自動車税の納付は、６月２日までに自動車税の納付は、６月２日までに

三
月
分
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日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人
は
、
二

十
歳
に
な
っ
た
時
か
ら
国
民
年
金
の
被
保

険
者
と
な
り
、
保
険
料
の
納
付
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
学
生
に
つ
い
て
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

《
対
象
者
》

　
大
学
（
大
学
院
）
、
短
期
大
学
、
高
等

学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
等

※
１
に
在
学
す
る
二
十
歳
以
上
の
学
生
で
、

　
学
生
本
人
の
前
年
の
所
得
が
百
十
八
万

　
円
以
下
※
２
の
方
（
平
成
十
九
年
度
の

　
所
得
基
準
）

※
１
…
夜
間
・
定
時
制
過
程
や
通
信
制
過

　
程
も
含
め
ま
す
。

※
２
…
扶
養
親
族
等
が
い
る
場
合
や
社
会

　
保
険
料
控
除
等
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の

　
数
や
金
額
に
応
じ
た
額
が
加
算
さ
れ
ま

　
す
。

《
承
認
期
間
》

　
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年

三
月
ま
で

《
承
認
を
受
け
た
期
間
は
》

　
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎
年
金
、
遺

族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
参
入
さ

れ
ま
す
。

　
十
年
以
内
で
あ
れ
ば
在
学
期
間
中
の
国

民
年
金
保
険
料
を
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら

国
民
納
付
（
追
納
）
で
き
ま
す
の
で
、
将

来
受
け
取
る
年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け
る

た
め
に
も
追
納
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

※
承
認
を
受
け
た
年
度
か
ら
起
算
し
て
、

　
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
場
合
に
は
、

　
当
時
の
保
険
料
に
一
定
の
加
算
額
が
か

　
か
り
ま
す
。

《
申
請
手
続
き
》

　
お
住
ま
い
の
市
町
村
役
場
・
国
民
年
金

担
当
窓
口
に
お
い
て
お
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　
申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す
（
前
年
度
に

承
認
を
受
け
て
い
た
方
も
、
引
き
続
き
学

生
の
場
合
は
再
度
申
請
が
必
要
で
す
）
。

申
請
が
遅
く
な
る
と
、
万
が
一
の
時
に
障

害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の
…
年
金
手
帳
、
学

　
生
証
の
写
し
ま
た
は
在
学
証
明
書
、

　
印
鑑
（
本
人
署
名
の
場
合
は
不
要
）
な
ど

※
経
済
的
に
余
裕
が
あ
る
場
合
は
、

　
保
険
料
を
納
付
す
る
方
が
ト
ク

　
で
す
。

　
保
険
料
の
追
納
は
、
保
険
料
が
高
く
な
る

　
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
安
く
な
る
こ
と
は
あ

　
り
ま
せ
ん
。
経
済
的
に
余
裕
が
あ
る
場
合

　
は
、
口
座
振
替
の
早
割
制
度
、
保
険
料
の

　
前
納
制
度
を
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す

　
め
し
ま
す
。

※
二
十
年
四
月
か
ら
学
生
納
付
特
例

   

の
申
請
が
簡
素
化
さ
れ
ま
す
。

　
前
年
度
に
学
生
納
付
特
例
の
申
請
を
さ
れ

た
方
で
、
申
請
書
に
卒
業
予
定
年
月
日
を
記

入
さ
れ
、
翌
年
度
も
引
き
続
き
在
学
中
の
方

に
つ
い
て
は
、
必
要
事
項
を
印
字
し
た
申
請

ハ
ガ
キ
を
お
送
り
し
、
簡
単
な
記
入
で
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
簡
素
化
が
図
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

　
総
務
省
よ
り
、
平
成
十
九
年
の
年
平
均
の

全
国
消
費
者
物
価
指
数
の
対
前
年
比
変
動
率

の
確
定
値
が
０
．
０
％
と
公
表
さ
れ
ま
し
た

の
で
、
平
成
二
十
年
度
の
年
金
額
に
つ
い
て

は
据
え
置
き
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
特
別
障
害
給
付
金
に
つ
い
て
も
据

え
置
き
に
な
り
ま
す
。

　
　
　 

　
平
成
二
十
年
二
月
よ
り
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
に
よ
る
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で

の
支
払
い
は
、
事
前
に
申
込
用
紙
を
ご
提
出

い
た
だ
き
、
以
後
、
将
来
の
保
険
料
を
定
期

的
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
が
立
替
払
い

し
、
カ
ー
ド
会
社
か
ら
カ
ー
ド
会
員
の
方
に

請
求
す
る
方
法
で
す
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

納
付
で
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
当
月
末
振
替

【
早
割
】
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
一

年
前
納
・
六
ヶ
月
前
納
の
割
引
額
は
、
現
金

納
付
の
割
引
額
と
な
り
ま
す
。

※
支
払
い
た
だ
け
る
保
険
料
は
、
「
定
額
保

　
険
料
」
及
び
「
付
加
保
険
料
＋
定
額
保
険

　
料
」
と
な
り
ま
す
。
（
保
険
料
の
一
部
を

　
免
除
さ
れ
て
い
る
場
合
は
ご
利
用
い
た
だ

　
け
ま
せ
ん
）

※
カ
ー
ド
会
社
へ
の
お
支
払
い
回
数
は
一
回

　
払
い
の
み
と
な
り
ま
す
。
（
分
割
払
い
や

　
リ
ボ
払
い
等
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
）

四
月
分

学
生
に
は「
学
生
納
付

特
例
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

平
成
二
十
年
度
の
年
金
額
は

据
え
置
き
に
な
り
ま
し
た
。

国
民
年
金
保
険
料

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で

お
支
払
い
い
た
だ
け
ま
す
！
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交通事故の相談はお早めに！相談はすべて無料です。電話での相談も受け付けています。      
　                  
相談内容　　　○交通事故の法律相談　　○賠償額の算定　　○訴訟・調停の仕方
　　　　　　　○自賠責保険等の利用・請求の仕方　　○示談の仕方　　○その他　
                  
相 談 先　　　　高知市丸ノ内１丁目７－５２　県庁西庁舎１階                  
　　　　　　　　　（電話　０８８－８２１－４７７０）                  
                  

　毎年約６，０００人の方が交通事故で亡くなっています。なんの罪もなく、突然お父さんやお母さんを亡
くした子どもは、不安な未来を過ごしていかなければなりません。                                  
　そんな子どもたちに少しでも役に立てればと、昭和５５年８月、国と民間団体が手を結んで創設したのが
（財）交通遺児育成基金です。                                  
　いまでは１，５００人近い遺児が加入し、確実な養育資金を得て、健全に成長しています。                                  
　子どもたちの将来に、大きな夢と希望が芽生えてくることを願っています。                                  

交通遺児育成基金は幼い交通遺児に育成年金を支給します交通遺児育成基金は幼い交通遺児に育成年金を支給します交通遺児育成基金は幼い交通遺児に育成年金を支給します

制度・概要 
  
   
   
   

拠  出  金
 （加入時） 
  
   
   
   
   

育成給付金     
（月額）   
   
   
   
   
   

給付金総額 
  
   
   
   
   
   

その他給付 
    
      
そ　の　他 
  

問い合せ先
   

　自動車事故で亡くなられた方の残されたお子様（０歳～満１３歳未満）が、損害保険会社
などから支払われる、損害賠償金・保険金等の中から拠出金を払い込んで加入しますと、こ
の資金に国、民間からの援助金を加えて安全・確実な運用を行い、お子様が満１９歳になる
まで育成給付金を支給します。                       

０～４歳 ５歳 ６歳 ７～８歳 ９歳 10歳 11歳
12歳～12歳
６ヶ月未満

12歳６ヶ月
～13歳未満

700         665        630         595        560         525        485          455            430   

遺児１人あたり（単位：万円）       

加入した月の翌月から満１９歳に達した月まで、３か月ごとにまとめて支給。（単位：円）

０～５歳 ６～８歳 ９～11歳 12～14歳 15～18歳

32,000 40,000 45,000   55,000  70,000

加入時年齢   受取総額（単位：万円）

０～ ２歳

  ３～ ５歳  

６～ ８歳

９～10歳

 11～12歳  

1,070～990  

  950～870  

  840～740  

  690～640  

  580～500  

　育成給付金は、拠出金を取り崩しながら支給されますので、加入者が満１９歳に達したときの
返還金はありません。                      

　加入者が満６歳、満12歳および満15歳に達し、小学校、中学校、高等学校へ入学または就職す
   るときに、お祝い金として35，000円。さらに、満19歳に達して給付が終了するときにも完了給
　付金として20,000円が支給されます。                      

自動車事故対策機構が主催する「交通遺児友の会」の集いなどに、加入者とその家族が参加でき
ます。給付金は、非課税扱いとなります。                       

　〒102-0083　東京都千代田区麹町４－３　紅谷ビル９階　（財）交通遺児育成基金                     
　TEL:0120-16-3611（通話料無料）　　E-mail:info@kotsuiji.or.jp                      
　URL:http ://www.kotsu i j i .or . jp
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国家公務員中途採用者選考試験（再チャレンジ試験）
平成２０年度

人事院及び各府省では、以下のとおり国家公務員中途採用者選考試験（再チャレンジ試験）を行う予定です。

◆試験の区分等◆      

日程

日程

試験の区分

選考課程 実施予定日 試験種目 結果発表予定日

仕事の種類

　国の官署における一般の行政事務                        

　税務署などにおける国税の賦課・徴収等の事務                        

　地方運輸局などのおける自動車の検査、整備事業の発達、改善等の技術的業務

　地方整備局などにおける河川、道路、公園などの調査・計画・施業・管理等の技術的業務 

　森林管理局などにおける森林の保護・管理、造林等の森林施業等の技術的業務

　天皇皇后両陛下・皇族各殿下の護衛業務と皇居・御所等の警備業務                        

　刑務所、拘置所などにおける被収容者に対する日常生活の指導、職業訓練指導、悩みごと

　に対する指導及び保安警備等の業務（刑務Ｂの場合は、主として女子収容施設に配置され

　ます。）                        

　入国者収容所及び各地方入国管理局などにおける不法残留者の摘発、被収容者の処遇、

　送還等の業務                                                

試
験
日
程
Ａ

試
験
日
程
Ｂ

行 政 事 務     

税 務     

機 械     

土 木     

林 業     

皇 宮 護 衛 官     

刑 務 官     

・刑務Ａ (男子 )     

・刑務Ｂ (女子 )     

入 国 警 備 官     

※　申し込むことができる「試験の区分」は一つに限ります。

◆試験日程・試験種目◆      

◆受験案内等の請求先◆

受付予定期間 平成20年６月24日～７月１日

・教養試験（多枝選択式）：（全区分）              

・適性試験（多枝選択式）：（行政事務、税務区分）

・作文試験：（行政事務、税務区分）

・専門試験（多枝選択式）：（機械、土木、林業区分）          

・採用面接：（全区分）              

・身体検査：（税務区分）              

　※防衛省では区分にかかわらず身体検査が実施されます。              

・教養試験（多枝選択式）：（全区分）              

・作文試験：（全区分）              

・採用面接：（全区分）　　・身体検査：（全区分）              

・身体測定：（全区分）　　・体力検査：（全区分）              

試
験
日
程
Ａ

試
験
日
程
Ｂ

※　１次選考の試験問題は、高等学校卒業程度のレベルの問題が出題されます。

◆受 験 資 格◆　昭和43年４月２日～昭和54年４月１日生まれの方                                  
◆採用予定数等◆　前区分合計で150名程度（詳細については、５月中旬配布予定の受験案内をご参照ください。）       
◆採用予定日◆　おおむね平成２１年４月１日になります。                                  

9月7日(日) 

11月上旬から     

      

      
9月7日(日) 

      

10月中下旬  

      

１次選考     

２次選考     

 (各府省で実施)     

     

１次選考     

２次選考     
(各府省で実施)     

10月29日

               

11月下旬      

10月9日      

11月下旬      

      

　この試験の受験案内と申込用紙は、５月中旬以降、
下記の受験案内等請求先に請求してください。                 
　請求には、「１４０円の切手を貼ったあて先明記の
返信用封筒（角形２号・Ａ４判）」を同封してください。

（往信用） （返信用）

切
手

切
手人

事
院
四
国
事
務
局
行

再
チ
ャ
レ
ン
ジ
請
求

住
所

氏
名○

○

○

赤
字
で
記
入

請求試験名記入

 (１) 日本の国籍を有しない者                  

 (２) 国家公務員法第３８条の規定により国家公務員と

       なることができない者                  

    ○成年被後見人、被保佐人(準禁治産者を含む。)                  

    ○禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 

       の者又はその刑の執行猶予の期間中の者                  

       その他その執行を受けることがなくなるまでの者         

    ○一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、  

       その処分の日から２年を経過しない者                  

    ○日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

　　 壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

　　 又はこれに加入した者                  

この試験を受けられない者

〒 760-0068　高松市松島町１－17－33　人事院四国事務局　電話 087-831-4765

4



（13） 平成20年３月

4

平成20年度「福祉のしごと相談」ご案内

あなたの資格・経験を福祉に活かしてください！

ふくしの職場で働きませんかふくしの職場で働きませんか

　福祉人材バンク無料職業紹介事業は、福祉関係に就職・転職したい方を

対象に登録していただき、求人に応じて無料で紹介しております。定期的

な仕事相談では、新規の登録者を確保し、紹介実績につなげております。

　少子高齢化の進行の下で労働人口も減少が見込まれ、福祉・介護サービ

ス分野は最も人材確保に真剣に取り組んでいかなければなりません。                  

　福祉・介護サービスの仕事が少子高齢社会を支える働きがいのある、魅

力ある職業として社会的に認知され、今後さらに拡大するニーズに的確に

対応できる、質の高い人材を確保するためには、福祉の仕事が国民各層か

ら選ばれる職業となるよう理解してもらうことが重要となります。                  

☆福祉のしごと相談（午後1時から午後4時まで）

☆日曜福祉のしごと相談（午後1時から午後5時まで）

土佐清水市社会福祉センター

宿毛市総合社会福祉センター 

四万十市社会福祉センター

四万十市社会福祉センター

4/25 (金)、8/25 (月)、10/27 (月)、2/25 (水)

5/26 (月)、7/25 (金)、11/25 (火)、1/26 (月)

6/25 (水)、9/25 (木)、12/25 (木)、3/25 (水) 

4/27、5/25、6/29、7/27、8/31、9/28 
10/26、11/30、12/21、1/25、2/22、3/29                  

お問い合わせ　　四万十市右山五月町８－３　社会福祉法人　四万十市社会福祉協議会内
　　　　　　　　無料職業紹介所　幡多福祉人材バンク（０８８０－３５－５５１４）

平成20年度 自衛官募集案内 
種　　　目  資　　　格   　　　受付期間     　 試   験   日

２ 等 陸 海 空 士

一般・技術幹部候補生
       

試験会場

18歳以上
27歳未満  
2 0歳以上  
2 6歳未満

年間を通じ募集中
      
4月1日～5月11日

受付時に通知     
     
受付時に通知

高知市   
   
高知市

　　　　お問い合わせは、自衛隊高知地方協力本部四万十地域事務所まで       
（四万十市中村大橋通り６－３－７とらやビル３Ｆ　電話０８８０－３５－３０９６）          

「日曜・遺言等公証法律相談」開催
相談担当者

予 約 制     

相 談 日     

開 催 時 間     

場 所     

相 談 内 容     

そ の 他     

高知地方法務局所属　中村公証役場公証人

平日に事前に電話で予約してください。（０８８０－３４－１７２８）

平成２０年４月２０日（日）

午前９時～午後５時頃まで。（１組約５０分）

中村公証役場（四万十市中村大橋通６丁目３番７号　第一とらやビル４階）     

遺言のほか、相続、金銭・不動産の貸借、離婚に伴う養育料・財産分与・年金

分割、高齢者等の財産管理　など

相談は無料・秘密厳守です。お気軽にご相談ください。
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幡多クリーンセンター処理手数料改定幡多クリーンセンター処理手数料改定
　幡多クリーンセンターに直接持ち込むゴミ処理料金を、平成２０年４月１日から下記のとおり改定
させていただきます。                  
　また、分別された事業系の資源ゴミ（リサイクル品）は、無料扱いとします。                  

事
業
系
の
ゴ
ミ

家
庭
系
の
ゴ
ミ

ゴミの分類 備　考現行料金   
H20.3.31まで   

新料金   
H20.4.１から   

普通ゴミ・粗大ゴミなど
（溶融処理するゴミ）

リサイクルするゴミ
（溶融処理しないゴミ）

普通ゴミ・粗大ゴミなど
（溶融処理するゴミ） 

リサイクルするゴミ
（溶融処理しないゴミ）

105円／10kg   
   
   
   

105円／10kg   
   
   
   

42円／10kg   
   
   
   
無料   

130円／10kg
   
   
   
無料
   
   
   

50円／10kg
   
   
   
無料

リサイクル施設の分別方法に従
い持ち込まれたものに限る。

市町村指定のゴミ袋、証明等で
持ち込む場合は無料です。

リサイクル施設の分別方法に従
い持ち込まれたものに限る。

○料金は全て税込み金額です。             
○分別して直接持ち込む場合の資源ゴミ（リサイクル品）は次のものです。             

分別の仕方

新聞紙、チラシ等、コピー用紙

ダンボール

雑誌

紙パック

ペットボトル（事業系は除く。）

容器包装リサイクル法対象物（紙製）
※金具等の付いたファイル類は中身と分別して持ち込んでください。

また、リサイクル施設で処理できない物及び著しく破損した物、汚れた物、濡れた紙類などは資源  
ゴミ（リサイクル品）としては取り扱いできません。

お問い合わせは、三原村住民課（４６－２４０４）・幡多クリーンセンター（３１－２６００）

お問い合わせ　三原村教育委員会（４６－２５５９）まで

万一の事故に備えスポーツ安全保険に加入しましょう
　スポーツ安全保険は、５人以上の団体やグループで、子どもからお年寄りの方まで加入できます。スポーツ安全保険の
対象となる場合は、保険加入団体やグループでの活動中の事故又は、その活動における通常の経路（往復中）の事故とな
っています。                                
　保険期間は、平成20年４月１日～21年３月31日までとなっています。万一の事故に備えてスポーツ安全保険に加入しましょう。

団体 加入区分
掛金

（1人当たり） 対象範囲

保険金額
傷害保険

共済見舞金賠償責任保険金額
（てん補限度額）入院 通院

（1日につき）（1日につき）死亡 後遺障害
（最高）

子
ど
も
の
団
体

A

C

大
人
の
団
体

A

B

C

D

AW

AC

中学生以下の子ども

スポーツ活動を行わない大人

（高校生以上）

       

中学生以下の子ども 

       

       

       

A、AWの子ども（中学生以下）

の指導・支援として一緒にス

ポーツ活動を行う大人

（高校生以上）       

       

高校生以上の文化活動団体 

老人クラブなどの団体       

高校生以上のスポーツ活動団体       

危険度の高いスポーツ活動団体       

       

500円  
  
  
  

1,050円  
  
  
  
  

1,000円  
  

1,500円  
  

500円  
  

800円  
  

1,500円  
  

9,000円  

  

2,000万円  
  
  
  

2,100万円  
  

100万円  
  
  

1,000万円  

2,000万円  

2,000万円  

600万円  

2,000万円  

500万円  

   

  

3,000万円  
  
  
  

3,150万円  
  

150万円  
  
  

1,500万円  
  

3,000万円  
  

3,000万円  

900万円  

3,000万円  

750万円  

    

   

  

4,000円  
  
  
  

5,000円  
  

1,000円  
  
  

2,500円  
  

4,000円  

  

4,000円  

  

1,800円  

  

4,000円  

  

1,800円  

1,500円  
  
  
  

2,000円  
  

500円  
  
  

1,000円  
  

1,500円  
  

1,500円  

  

1,000円  

  

1,500円  

  

1,000円  

    

団体活動中とその往復中

（学校管理下を除く）

上記以外

（学校管理下を除く）

     

     

団体活動中とその往復中　　

（学校管理下を除く）

身体賠償1人　　1億円      
　　　　1事故　5億円      
財物賠償1事故　500万円      

（各免責金額1,000円）      

上記補償に身体・財物賠償      
合算1事故500万円を加算      

身体賠償・財物賠償      

合算1事故500万円      

（各免責金額1,000円）      

      

      

      

      

身体賠償1人　　1億円      
　　　　1事故　5億円      
財物賠償1事故　500万円      

（各免責金額1,000円）      

   

突然死   

（急性心不全

脳内出血など）

160万円   
   

   

対象外   

   

   

   

   

   

突然死   

（急性心不全

脳内出血など）

160万円   
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公民館図書室からのお知らせ公民館図書室からのお知らせ

　三原村公民館図書室　ＴＥＬ 46-2559　ＦＡＸ 46-2560

村内３ケ所（宮ノ川・下長谷・狼内）
に設置されている

ガイドマップの
　　　  　看板です。

（狼内）

　柚ノ木の武内土佐子さんから、１冊の歌集を寄贈していただきまし

た。ご主人の介護をしながら、日常の生活のふとした出来事や季節の

風物を、武内さんならではの情感でうたった短歌をまとめたものにな

っています。ぜひご一読ください。心が癒されることと思います。

　本の貸し出しは、教育委員会事務局で午前８時３０分から午後５時

３０分まで（土・日・祝日を除く）受け付けておりますので、お気軽

においでください。

「峡に老いゆく」武内土佐子著

7
3

三原つつじまつり
/4 26（土）10時～ 三原自然公園
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